にしのみや食の特産品フェア開催業務仕様書

1． 趣旨
本市は、和洋菓子店の集積が進み「西宮スイーツ」として注目されるなど、独自の食文化と質の高い特産品が多くある。本市の特産品の魅力をより多くの人に知ってもらい、市内への来訪者の増加、特産品の認知度向上及び消費拡大を図るため、「にしのみや食の特産品フェア」を大阪駅周辺で開催する。

2． 契約期間
契約締結日の翌日から令和８年12月28日

3． 業務内容
（１）概要
本市の特産品販売を中心とする魅力的なフェアを企画・運営する
①時期・期間　令和８年8月～11月・５日間以上
②会場　JR大阪駅周辺
（２）会場の選定
既存の店舗を間借りする形も可とする。その際、JR大阪駅からの利便性に優れた場所を選定すること。
（３）特産品の選定・調達
契約締結後に本市が作成する「出品候補リスト」の中からフェア実施場所の顧客層及び購買ニーズ等を考慮のうえ特産品を５品以上選定し、フェアにおいて販売すること。なお、本市と協議のうえ「出品候補リスト」に特産品を追加することも可とする。
（４）販売方法
販売方法は、委託販売（※）や買取等を含め、本市及び事業者と協議の上、決定するものとする。 
（※）受託者が事業者から商品を預かり現地で販売した後、売上金及び残品を返却する形態。なお、委託販売手数料は業務費に含める。
（５）フェアのプロモーション
フェアの来場者増加につながるようなPRを実施すること。なお、PRにあたり本市のHP等を活用することも可とする。
（６）来場者アンケート
　　　①受託者は、本事業の効果検証及び今後の施策立案の参考とするため、フェア来場者を対象としたアンケート調査を実施すること。
②アンケートの項目・調査方法については、あらかじめ本市と協議の上、決定するものとする。
 　 ③受託者は、調査結果を分析し、事業報告書に含めて提出すること。
（７）実績報告書の提出
フェア終了後、売上データ及び来場者アンケート等から得られた知見を整理し、実績報告書を作成して電子データにて本市へ提出すること。当該報告書には、本事業の総括、課題に対する改善点、次回に向けた提言を盛り込むものとし、具体的な記載項目については本市と協議のうえ決定する。

４．業務の実施体制
（１）業務全体を統括するための責任者を置くこと
（２）統括責任者は、業務執行に必要な要員を確実に手配すること。また、業務実施体制表を作成し、委託者へ提出すること

５．支払態様　
業務完了払い

６．その他 
（１）受注者は、本業務（再委託した場合を含む。）の運営上取り扱う個人情報を、契約書に定める事項、個人情報保護法をはじめとする関係法令等及びその他の社会的規範に基づき適切に管理しなければならない。また、業務の実施に関して知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。 
（２）受注者は、発注者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務について、発注者と協議の上、業務の一部を委託することができる。 
（３）本業務を実施する上で疑義が生じた場合又は本仕様書に定めのない事項がある場合は、速やかに発注者と協議すること 
（４）本業務を実施する上で発注者又は受注者が仕様書の変更を要すると判断した場合は、双方協議の上、発注者の予算の範囲内で仕様書を変更できるものとする。

以上
